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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明光の照射を受けて生体粘膜で反射した前記照明光の反射光を互いに異なる波長域に
分光してなる各反射光を受光する受光手段を有し、前記生体粘膜の分光画像を示す分光画
像データを取得する面同時方式の分光画像取得手段と、
　前記分光画像データと予め入力され記憶された分光反射推定マトリクスデータとに基づ
く分光画像推定演算により前記生体粘膜の特定波長における分光画像を示す分光演算画像
データを得る分光画像データ演算手段と、
　前記分光演算画像データに基づいて前記生体粘膜の診断用分光画像を作成する診断用分
光画像作成手段とを備えた電子内視鏡装置において、
　前記分光画像取得手段が、前記互いに異なる波長域のうちの最も長波長側の長波長域の
反射光を受光した前記受光手段での受光レベルＪｐに対する前記長波長域より短波長側の
短波長域の反射光を受光した前記受光手段での受光レベルＪｓの比率Ｈｊ（Ｈｊ＝Ｊｓ／
Ｊｐ）を、前記生体粘膜上の前記反射光の反射領域における前記長波長域での分光反射率
Ｋｐに対する前記反射領域における前記短波長域での分光反射率Ｋｓの比率Ｈｋ（Ｈｋ＝
Ｋｓ／Ｋｐ）より大きく（Ｈｊ＞Ｈｋ）なるようにして前記反射光を受光するものであり
、
　前記分光画像データ演算手段が、前記長波長域の受光レベルに対する前記短波長域の受
光レベルの比率を大きくした前記受光手段での受光で得られた前記短波長域に対応する前
記分光画像データの値を、前記長波長域の受光レベルに対する前記短波長域の受光レベル
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の比率を大きくすることのない前記受光手段での受光で得られる前記短波長域に対応する
分光画像データの値に補正した分光画像推定演算を実行するものであることを特徴とする
電子内視鏡装置。
【請求項２】
　前記互いに異なる波長域が、赤色の波長域、緑色の波長域、および青色の波長域である
ことを特徴とする請求項１記載の電子内視鏡装置。
【請求項３】
　前記分光画像取得手段が、前記互いに異なる波長域における前記受光手段での各受光レ
ベルのいずれをも最大受光レベルの５０％以上にするものであることを特徴とする請求項
１または２記載の電子内視鏡装置。
【請求項４】
　前記分光画像取得手段が、前記短波長域における前記受光手段での受光レベルを前記長
波長域における前記受光手段での受光レベルに略一致させるものであることを特徴とする
請求項１から３のいずれか１項記載の電子内視鏡装置。
【請求項５】
　前記分光画像取得手段が、前記照明光を照射する照明手段を有するものであり、前記照
明手段が、該照明手段の前記短波長域における光強度に対するこの照明手段の前記長波長
域における光強度の比率Ｈｍを前記分光反射率間の比率Ｈｋに略一致させた照明光を照射
するものであることを特徴とする請求項１から４のいずれか１項記載の電子内視鏡装置。
【請求項６】
　前記照明手段が、前記互いに異なる波長域のそれぞれに対応した光を発する個別の光源
で構成されたものであることを特徴とする請求項５記載の電子内視鏡装置。
【請求項７】
　前記照明光の前記長波長域における光強度に対する該照明光の前記短波長域における光
強度の比率を検出する光強度比率検出手段を備え、前記分光画像データ演算手段が、前記
光強度比率検出手段で検出した前記比率を用いて前記分光画像推定演算における前記補正
を行なうことを特徴とする請求項１から６のいずれか１項記載の電子内視鏡装置。
【請求項８】
　前記分光画像取得手段が、前記生体粘膜で反射した前記反射光を互いに異なる波長域に
分光する分光モザイクフィルタを有するものであり、前記分光モザイクフィルタが、該分
光モザイクフィルタ中の前記短波長域の反射光を通す分光フィルタ部分の透過率に対する
前記長波長域の反射光を通す分光フィルタ部分の透過率の比率Ｈｔを前記分光反射率間の
比率Ｈｋに略一致させたものであることを特徴とする請求項１から４のいずれか１項記載
の電子内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電子内視鏡装置に関し、詳しくは、生体粘膜の分光画像を作成してこの生体粘
膜を診断する電子内視鏡装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、固体撮像素子を用いた電子内視鏡装置として、狭い波長帯域のみに光を透過
させる狭帯域バンドパスフィルタを通して消化器官、例えば胃等の生体粘膜を撮像して上
記生体粘膜の狭帯域分光画像を得、上記狭帯域分光画像等を合成して診断用分光画像を生
成する電子内視鏡装置(Narrow Band Imaging-NBl)が知られている。この装置は、互いに
異なる波長域の光を透過させる３種類の狭帯域バンドパスフィルタを組み合わせた回転フ
ィルタを備え面順次方式で撮像を行なうものであり、上記各狭帯域バンドパスフィルタを
通して分光された各照明光を順次生体粘膜に照射しつつ上記生体粘膜を撮像してこの生体
粘膜を示す狭帯域分光画像を取得するものである。このようにして得られた狭帯域分光画
像を合成して得られた上記生体粘膜の診断用分光画像は、従来では得られなかった生体粘
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膜の微細構造を表現することができる。
【０００３】
　一方、固体撮像素子に通常のカラー画像撮影に使用するＲＧＢモザイクフィルタを配置
して面同時方式で撮像を行なう電子内視鏡装置に関しても、生体粘膜の撮像で得られたカ
ラー画像データに基づく演算処理により上記狭帯域バンドパスフィルタを通して得られた
狭帯域分光画像と同等の画像を取得する方式が提案されている。
【０００４】
　上記方式は、可視波長域における生体粘膜の分光反射率に関する多数の測定データを用
いて上記生体粘膜の分光反射率を推定するための主成分分析を行った結果、第１主成分か
ら第３主成分の３つの主成分により上記生体粘膜の可視波長全域に亘る分光反射率を略復
元できることを見出して提案されたものである。この復元手法によれば、上記生体粘膜の
分光反射率に関する多数の測定データを用いて予め求めた分光反射推定マトリクスデータ
と、上記３つの主成分に対応する通常のＲＧＢモザイクフィルタを通した撮像で得られた
ＲＧＢ各色の画像データとの演算により上記狭帯域分光画像と同等の画像を疑似的に得る
ことができる（特許文献１および非特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００３－９３３３６号公報
【非特許文献１】財団法人東京大学出版会発行、著者三宅洋一のディジタルカラー画像の
解析・評価（Ｐ１４８～Ｐ１５３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、生体粘膜の分光反射率は図４に示すように長波長域より短波長域の方が低く
なるため、上記生体粘膜で反射した反射光を撮像素子で撮像したときの長波長域（例えば
赤色）の光の受光レベルに比して短波長域（例えば緑色や青色）の光の受光レベルが低く
なる。一方、上記各色の光の受光によって得られる画像信号に含まれるノイズ成分には撮
像素子で受光可能な最大の受光レベルに対して略一定の割合で混入する固定ノイズ成分が
存在する。すなわち、上記画像信号を読み取って得られる分光画像には受光レベルに関係
なく最大受光レベルに対して一定の割合で混入する固定ノイズ成分が含まれている。した
がって、上記長波長域に対応する分光画像に混入する固定ノイズ成分の割合に比して短波
長域に対応する分光画像に混入する固定ノイズ成分の割合が大きくなり、短波長域に対応
する分光画像の品質が低下する。そのため、短波長域に対応する分光画像に混入する固定
ノイズ成分の割合を小さくしたいという要請がある。
【０００６】
　これに対して、撮像素子で撮像する際の短波長域に対応する受光レベルを高めて上記短
波長域に対応する分光画像に混入する固定ノイズ成分の割合を小さくすることが考えられ
るが、短波長域に対応する受光レベルを高めると長波長域に対応する受光レベルが上記最
大受光レベルを超えて飽和してしまうという問題がある。
【０００７】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、診断用分光画像の品質の低下を抑制
することができる電子内視鏡装置を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の電子内視鏡装置は、照明光の照射を受けて生体粘膜で反射した前記照明光の反
射光を互いに異なる波長域に分光してなる各反射光を受光する受光手段を有し、前記生体
粘膜の分光画像を示す分光画像データを取得する面同時方式の分光画像取得手段と、前記
分光画像データと予め入力され記憶された分光反射推定マトリクスデータとに基づく分光
画像推定演算により前記生体粘膜の特定波長における分光画像を示す分光演算画像データ
を得る分光画像データ演算手段と、前記分光演算画像データに基づいて前記生体粘膜の診
断用分光画像を作成する診断用分光画像作成手段とを備えた電子内視鏡装置において、分
光画像取得手段が、互いに異なる波長域のうちの最も長波長側の長波長域の反射光を受光
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した受光手段での受光レベルＪｐに対する前記長波長域より短波長側の短波長域の反射光
を受光した前記受光手段での受光レベルＪｓの比率Ｈｊ（Ｈｊ＝Ｊｓ／Ｊｐ）を、前記生
体粘膜上の前記反射光の反射領域における前記長波長域での分光反射率Ｋｐに対する前記
反射領域における前記短波長域での分光反射率Ｋｓの比率Ｈｋ（Ｈｋ＝Ｋｓ／Ｋｐ）より
大きく（Ｈｊ＞Ｈｋ）なるようにして前記反射光を受光するものであり、分光画像データ
演算手段が、前記長波長域の受光レベルに対する前記短波長域の受光レベルの比率を大き
くした受光手段での受光で得られた前記短波長域に対応する前記分光画像データの値を、
前記長波長域の受光レベルに対する前記短波長域の受光レベルの比率を大きくすることの
ない受光手段での受光で得られる前記短波長域に対応する分光画像データの値に補正した
分光画像推定演算を実行することを特徴とするものである。
【０００９】
　なお、前記面同時方式とは、照明光の照射を受けて生体粘膜で反射したこの前記照明光
の反射光を互いに異なる波長域に分光してなる各反射光を同時に受光手段で受光する方式
である。
【００１０】
　また、前記長波長域の受光レベルＪｐに対する前記短波長域の受光レベルＪｓの比率Ｈ
ｊを、生体粘膜の長波長域の分光反射率Ｋｐに対するこの生体粘膜の分光反射率Ｋｓの比
率Ｈｋより大きくするとは、長波長域の受光レベルＪｐを小さくすることなく、短波長域
の受光レベルＪｓを大きくして前記各受光レベル間の比率Ｈｊを前記各分光反射率間の比
率Ｈｋより大きくすることを意味する。
【００１１】
　前記互いに異なる波長域は、赤色の波長域、緑色の波長域、および青色の波長域とする
ことができる。
【００１２】
　前記分光画像取得手段は、互いに異なる波長域における受光手段での各受光レベルのい
ずれをも最大受光レベルの５０％以上、好ましくは８０％以上にするものであることが望
ましい。
【００１３】
　前記分光画像取得手段は、短波長域における受光手段での受光レベルを長波長域におけ
る受光手段での受光レベルに略一致させるものとすることができる。なお、前記受光レベ
ルを略一致させるとは、長波長域における受光レベルと短波長域における受光レベルとの
差を長波長域における受光レベルの±２０％以内、好ましくは±１０％以内にすることを
意味する。
【００１４】
　前記分光画像取得手段は、照明光を照射する照明手段を有するものであり、前記照明手
段が、この照明手段の短波長域における光強度に対するこの照明手段の長波長域における
光強度の比率Ｈｍを前記分光反射率間の比率Ｈｋに略一致させた照明光を照射するものと
することができる。なお、前記略一致させるとは、前記比率Ｈｍと前記比率Ｈｋとの差を
前記比率Ｈｋの±２０％以内、好ましくは±１０％以内にすることを意味する。
【００１５】
　前記照明手段は、互いに異なる波長域のそれぞれに対応した光を発する個別の光源で構
成されたものとすることができる。
【００１６】
　前記電子内視鏡装置は、照明光の長波長域における光強度に対するこの照明光の短波長
域における光強度の比率を検出する光強度比率検出手段を備え、分光画像データ演算手段
が、光強度比率検出手段で検出した前記比率を用いて分光画像推定演算における前記補正
を行なうものとすることもできる。
【００１７】
　前記分光画像取得手段は、生体粘膜で反射した反射光を互いに異なる波長域に分光する
分光モザイクフィルタを有するものとし、前記分光モザイクフィルタは、この分光モザイ
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クフィルタ中の短波長域の反射光を通す分光フィルタ部分の透過率に対する長波長域の反
射光を通す分光フィルタ部分の透過率の比率Ｈｔを前記分光反射率間の比率Ｈｋに略一致
させたものとすることができる。なお、前記略一致させるとは、前記比率Ｈｔと前記比率
Ｈｋとの差を前記比率Ｈｊの±２０％以内、好ましくは±１０％以内にすることを意味す
る。
【００１８】
　前記照明光は、可視波長域中のいずれの波長においてもこの照明光が示す分光光強度分
布におけるピーク値の５％以上の光強度を有するものであることが望ましいが、必ずしも
そのような場合に限らない。
【００１９】
　前記互いに異なる波長域は、互いに重複しない波長域であって、かつ、前記各波長域の
和を取った合成波長域が可視波長域の全域をカバーするものであることが望ましいが、必
ずしもそのような場合に限らない。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の電子内視鏡装置によれば、分光画像取得手段を、照明光の照射を受けて生体粘
膜で反射してなる互いに異なる波長域に分光された上記照明光の反射光のうちの長波長域
の反射光を受光した受光手段での受光レベルＪｐに対する短波長域の反射光を受光した受
光手段での受光レベルＪｓの比率Ｈｊを、生体粘膜上の上記反射光の反射領域における長
波長域での分光反射率Ｋｐに対する上記短波長域での分光反射率Ｋｓの比率Ｈｋより大き
くなるようにして上記反射光を受光して分光画像データを取得するものとし、分光画像デ
ータ演算手段を、長波長域の受光レベルに対する短波長域の受光レベルの比率を大きくし
た受光手段での受光で得られた上記短波長域に対応する分光画像データの値を、上記短波
長域の受光レベルの比率を大きくすることのない受光手段での受光で得られる上記短波長
域に対応する分光画像データの値に補正した分光画像推定演算を実行するものとしたので
、上記短波長域に対応する分光画像データに混入するノイズ成分の割合を少なくすること
ができ、上記分光画像データに基づいて作成した診断用分光画像の品質の低下を抑制する
ことができる。
【００２１】
　すなわち、受光手段で得られる分光画像データに混入するノイズ成分の中には、受光レ
ベルの変動量に比例して増減するノイズ成分も存在するが、受光レベルの変動量に比例し
て増減しない固定的なノイズ成分も存在する。このような、固定ノイズ成分は、受光レベ
ルの大きさにかかわらず分光画像データ中に略一定量混入している。したがって、受光レ
ベルの大きいときに得られた分光画像データの値中に占める固定ノイズ成分の割合は、受
光レベルの小さいときに得られた分光画像データの値中に占める固定ノイズ成分の割合よ
り小さくなる。すなわち、大きな受光レベルで得られた分光画像データの値の方が、小さ
な受光レベルで得られた分光画像データの値より上記値中に占める固定ノイズ成分の割合
を少なくすることができる。
【００２２】
　一方、生体粘膜の短波長域における分光反射率は長波長域における分光反射率より小さ
く、また、従来の方式では、生体粘膜で反射した反射光を受光手段で受光したときの長波
長域の受光レベルに対する短波長域の受光レベルの比率と、上記生体粘膜の長波長域にお
ける分光反射率に対する短波長域における分光反射率とが等しくなるように設定されてい
た。すなわち、電子内視鏡装置を用いて被写体を観察した場合と、上記被写体を直接観察
した場合とで上記被写体の色が一致するように設定していた。
【００２３】
　上記のことにより、上記長波長域に対応する受光レベルＪｐに対する短波長域に対応す
る受光レベルＪｓの比率Ｈｊを、生体粘膜の長波長域における分光反射率Ｋｐに対する短
波長域における分光反射率Ｋｓの比率Ｈｋより大きくなるようにして受光手段で受光し分
光画像データを取得することにより、短波長域に対応する分光画像データの値に含まれる
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固定ノイズ成分の割合を少なくすることができる。これにより、固定ノイズ成分の割合を
少なくした短波長域の分光画像データを用いた分光画像推定演算を実行することができ、
診断用分光画像に含まれるノイズ成分を低減することができるので、上記診断用分光画像
の品質の低下を抑制することができる。
【００２４】
　また、互いに異なる波長域を、赤色の波長域、緑色の波長域、および青色の波長域とす
れば、これらの波長域は、従来のカラー画像観察用の電子内視鏡装置で使用されている波
長域であるので、従来の電子内視鏡装置の多くの部分を流用して本発明の電子内視鏡装置
を製作することができ装置コストの上昇を抑えることができる。
【００２５】
　また、分光画像取得手段を、互いに異なる各波長域における受光レベルのいずれをも最
大受光レベルの５０％以上、より好ましくは８０％以上とすれば、より確実に短波長域に
対応する分光画像データの値中の固定ノイズの割合を小さくすることができるので、診断
用分光画像の品質の低下をより確実に抑制することができる。
【００２６】
　なお、分光画像取得手段を、短波長域における受光手段での受光レベルを長波長域にお
ける受光手段での受光レベルに略一致させるものとすれば、各波長域における受光レベル
をさらに高めることができる。すなわち、上記反射光は受光手段の最大受光レベルを超え
ることなく受光する必要があるため、各波長域における反射光の互いの受光レベルを近づ
けた方が、より高い受光レベルでの受光手段による受光が可能となる。例えば各波長域に
おける受光レベルを互いに一致させれば、受光手段の最大受光レベルでの受光が可能とな
る。これにより分光画像データの値中の固定ノイズの割合をさらに小さくすることができ
るので、診断用分光画像の品質の低下をさらに抑制することができる。
【００２７】
　ここで、分光画像取得手段が、照明光を照射する照明手段を有するものであり、上記照
明手段を、この照明手段の短波長域における光強度に対する上記照明手段の長波長域にお
ける光強度の比率Ｈｍを上記分光反射率間の比率Ｈｋに略一致させた分光光強度分布を持
つ照明光を照射するものとすれば、より確実に短波長域に対応する分光画像データの値中
の固定ノイズの割合を小さくすることができるので、診断用分光画像の品質の低下をより
確実に抑制することができる。また、上記照明手段を、各波長域の光を発する個別の光源
で構成されたものとすれば、より容易に上記分光光強度分布を持つ照明光を得ることがで
きる。
【００２８】
　また、照明光の長波長域における光強度に対するこの照明光の短波長域における光強度
の比率を検出する光強度比率検出手段を備え、分光画像データ演算手段を、上記光強度比
率検出手段で検出した比率を用いて分光画像推定演算における補正を実行するものとすれ
ば、上記分光画像推定演算をより確実に実行することができ、上記診断用分光画像の品質
の低下をより確実に抑制することができる。
【００２９】
　さらに、分光画像取得手段を、生体粘膜で反射した反射光を互いに異なる波長域に分光
する分光モザイクフィルタを有するものとし、上記分光モザイクフィルタが、この分光モ
ザイクフィルタ中の短波長域の上記反射光を通す分光フィルタ部分の透過率に対する長波
長域の上記反射光を通す分光フィルタ部分の透過率の比率Ｈｔを上記分光反射率間の比率
Ｈｋに略一致させたものとすれば、より確実に、受光手段における長波長域の受光レベル
に対するこの受光手段における短波長域の受光レベルの比率を大きくすることができ、上
記診断用分光画像の品質の低下を抑制するより確実な効果を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。図１は本発明の電子内視
鏡装置の実施の形態の概略構成を示すブロック図、図２は撮像部および分光モザイクフィ
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ルタを拡大して示す斜視図である。
【００３１】
　本発明の電子内視鏡装置は、生体粘膜の分光画像を撮像する際に、長波長域より短波長
域を強調した撮像を行って上記分光画像を示す分光画像データを得、上記分光画像データ
用いて上記短波長域の強調分を補正した分光画像推定演算を実行して特定波長における分
光画像を示す分光演算画像データを得、上記分光演算画像データに基づいて診断用分光画
像を作成するものである。
【００３２】
　図１に示すように、本発明の実施の形態の１例である電子内視鏡装置１００は、照明光
Ｌｅの照射を受けて生体粘膜１で反射した上記照明光Ｌｅの反射光Ｌｋを互いに異なる波
長域である赤色域、緑色域、青色域に分光した各反射光Ｌｋｒ、Ｌｋｇ，Ｌｋｂを受光す
る受光手段であるＣＣＤ等からなる撮像部１２を有し、上記生体粘膜１の分光画像を示す
分光画像データＧｓを取得する面同時方式の分光画像取得手段１０と、上記分光画像デー
タＧｓと予め入力され記憶された分光反射推定マトリクスデータとに基づく分光画像推定
演算により上記生体粘膜１の特定波長における分光画像を示す分光演算画像データＧｅを
得る分光画像データ演算手段２０と、上記分光演算画像データＧｅに基づいて生体粘膜１
の診断用分光画像を作成する診断用分光画像作成手段３０とを備えている。
【００３３】
　分光画像取得手段１０は、上記互いに異なる波長域のうちの最も長波長側の長波長域の
反射光を受光した撮像部１２での受光レベルＪｐに対する上記長波長域より短波長側の短
波長域の反射光を受光した撮像部１２での受光レベルＪｓの比率Ｈｊ（Ｈｊ＝Ｊｓ／Ｊｐ
）を、生体粘膜１上の上記反射光の反射領域における長波長域における分光反射率Ｋｐに
対する短波長域における分光反射率Ｋｓの比率Ｈｋ（Ｈｋ＝Ｋｓ／Ｋｐ）より大きく（Ｈ
ｊ＞Ｈｋ）なるようにして上記反射光を受光するものである。なお、上記分光画像取得手
段１０は、上記長波長域の反射光を受光した撮像部１２での受光レベルＪｐを低下させる
ことなく、上記受光レベル間の比率Ｈｊを上記分光反射率間の比率Ｈｋより大きくなるよ
うにして上記反射光を撮像部１２で受光するものである。
【００３４】
　分光画像データ演算手段２０は、上記受光レベル間の比率Ｈｊを上記分光反射率間の比
率Ｈｋより大きくなるようにした受光で得られた上記短波長域に対応する分光画像データ
の値を、上記長波長域の受光レベルに対する短波長域の受光レベルの比率を大きくするこ
とのない受光手段での受光で得られる上記短波長域に対応する分光画像データの値に補正
した分光画像推定演算を実行するものである。
【００３５】
　以下、上記分光画像取得手段１０について説明する。分光画像取得手段１０は、上記受
光手段である撮像部１２の他に、上記照明光を照射する照明手段１４、および生体粘膜１
で反射した反射光Ｌｋを赤色域、緑色域、青色域それぞれの波長域に分光する分光モザイ
クフィルタ１６を有している。上記分光モザイクフィルタ１６は撮像部１２の受光面の前
面に配置されている。
【００３６】
　照明手段１４は、照明光の短波長域における光強度に対する上記照明光の長波長域にお
ける光強度の比率Ｈｍが、上記分光反射率間の比率Ｈｋに略一致した分光光強度分布を持
つ照明光Ｌｅを照射するものである。また、上記照明手段１４は、上記互いに異なる波長
域の光を発する個別の光源で構成されており、赤色域の光である赤色光を発する赤色光源
６０Ｒ，緑色域の光である緑色光を発する緑色光源６０Ｇ，青色域の光である青色光を発
する青色光源６０Ｂからなる光源部６０、および光源部６０から発せられた上記赤色光、
緑色光、および青色光を伝播させる後述する照明光伝播光学系６４を有している。
【００３７】
　なお、上記分光画像取得手段１０は、上記撮像部１２および分光モザイクフィルタ１６
等を収容した湾曲自在で細長形状の挿入部７２、および挿入部７２に接続され一体化され
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た上記挿入部７２の湾曲動作等を操作するアングル操作部７４からなる内視鏡部７０を有
している。上記アングル操作部７４は上記光源部６０の側に位置しており上記挿入部７２
が被検体内に挿入される。
【００３８】
　上記挿入部７２の被検体内に挿入される先端を成す先端部７２Ａには、照明光Ｌｅで照
明された観察対象となる生体粘膜１の像を分光モザイクフィルタ１６を通して撮像部１２
上に結像させる対物レンズ１８が配置されている。
【００３９】
　また、上記内視鏡部７０の内部には、撮像部１２で取得した分光画像データを分光画像
データ演算手段２０へ伝送する信号線Ｓｇと、光源部６０から発せられた光を伝播させる
上記照明光伝播光学系６４とがアングル操作部７４から挿入部７２の先端部７２Ａに亘っ
て施設されている。
【００４０】
　上記照明光伝播光学系６４は、光源部６０から発せられた赤色光、緑色光、および青色
光を上記照明光伝播光学系６４を構成する後述するライトガイド６１の一端へ入射させる
ための集光レンズ６２、上記集光レンズ６２で集光され上記一端へ入射された上記各光を
先端部７２Ａに導くライトガイド６１、および上記先端部７２Ａに配置され上記ライトガ
イド６１から射出された光束を通し上記光束を広げて生体粘膜１を照明する照明レンズ６
３からなるものである。
【００４１】
　なお、上記照明光伝播光学系６４および対物レンズ１８の可視波長域における分光透過
率は一定である。すなわち、照明光伝播光学系６４および対物レンズ１８の可視波長域に
おける透過率は波長によらず一定である。
【００４２】
　上記長波長域である赤色域における光強度より上記短波長域である緑色域や青色域にお
ける光強度が大きい分光光強度分布を持つ照明光Ｌｅで生体粘膜１を照明するために、上
記緑色光源６０Ｇから発せられる緑色光の光強度は赤色光源６０Ｒから発せられる赤色光
の光強度より大きく、上記青色光源６０Ｂから発せられる青色光の光強度は赤色光源６０
Ｒから発せられる赤色光の光強度より大きくなっている。
【００４３】
　なお、上記撮像部１２は、図２に示すように、多数の受光画素１２Ｇが２次元状に配列
されたものである。また、分光モザイクフィルタ１６中には多数の赤色域透過フィルタ部
分１６Ｒ、多数の緑色域透過フィルタ部分１６Ｇ、および多数の青色域透過フィルタ部分
１６Ｂが上記２次元状に配列された各受光画素１２Ｇに対応して多数配置されている。
【００４４】
　なお、上記赤色域透過フィルタ１６Ｒの赤色域の光に対する透過率、緑色域透過フィル
タ１６Ｇの緑色域の光に対する透過率、および青色域透過フィルタ１６Ｂの緑色域の光に
対する透過率は共に等しい。
【００４５】
　次に、上記分光画像データ演算手段２０について説明する。分光画像データ演算手段２
０は、例えば、上記反射光Ｌｋを撮像部１２で受光したときの赤色域の受光レベルに対す
る緑色域の受光レベルの比率を大きくして得られた上記緑色域に対応する分光画像データ
の値を、上記比率を大きくすることのない撮像部１２での受光で得られる上記緑色域に対
応する分光画像データの値に補正し、さらに、上記赤色域の受光レベルに対する青色域の
受光レベルの比率を大きくして得られた上記青色域に対応する分光画像データの値を、上
記比率を大きくすることのない撮像部１２での受光で得られる上記青色域に対応する分光
画像データの値に補正して、上記分光画像推定演算を実行するものである。
【００４６】
　上記分光画像データ演算手段２０は、上記分光反射率間の比率に対する受光レベル間の
比率を示す比率比較情報を記憶する比率比較情報記憶部２２と、予め用意された分光反射
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推定マトリクスデータを記憶するマトリクスデータ記憶部２４と、分光画像推定演算によ
って分光演算画像データＧｅ求める際の特定波長を指定する特定波長指定スイッチ２８と
、上記比率比較情報記憶部２２が記憶している比率比較情報、上記マトリクスデータ記憶
部２４が記憶している分光反射推定マトリクスデータ、および分光画像取得手段１０が取
得した分光画像データＧｓを用いて上記特定波長指定スイッチ２８で指定された特定波長
に関する分光画像推定演算を実行する演算実行部２６とを備えている。
【００４７】
　なお、上記分光反射推定マトリクスデータは、例えば、胃の粘膜に関する診断用分光画
像の作成用に1種類、腸の粘膜に関する診断用分光画像の作成用に1種類等、各器官毎に用
意しておくことが望ましい。
【００４８】
　なお、上記演算実行部２６は、上記分光画像データＧｓの値を補正した分光画像推定演
算を実質的に実行するものであれば実際の演算はどのように行なってもよい。例えば、分
光画像取得手段１０が取得した分光画像データＧｓの値そのものを直接補正することなく
、その補正分だけ分光反射推定マトリクスデータの係数を変更するようにしてもよい。す
なわち、上記分光画像データＧｓに対する補正分は、演算の都合に応じて上記分光画像推
定演算中の適当な演算箇所に割振ることができる。
【００４９】
　上記診断用分光画像作成手段３０は、画像合成部３４および画像合成選択スイッチ３２
を有している。画像合成選択スイッチ３２の切替えにより画像合成部３４で作成し表示モ
ニタ８２に表示させる診断用分光画像の種類が定められる。
【００５０】
　上記診断用分光画像作成手段３０には、上記分光画像データ演算手段２０によって取得
された分光演算画像データＧｅおよび分光画像取得手段１０によって取得された分光画像
データＧｓが入力される。そして、上記画像合成部３４が、上記画像合成選択スイッチ３
２の設定に応じた診断用分光画像データＧｇを、上記入力された分光演算画像データＧｅ
や分光画像データＧｓに基づいて作成し表示モニタ８２に出力する。上記診断用分光画像
データＧｇが入力された表示モニタ８２には上記生体粘膜１を示す診断用分光画像が表示
される。
【００５１】
　なお、上記各部の動作および各動作のタイミングはコントローラ８０によって制御され
る。
【００５２】
　次に、本実施の形態における電子内視鏡装置１００の作用について説明する。
【００５３】
　はじめに、上記分光画像推定演算に用いる分光反射推定マトリクスデータを得るための
主成分分析について説明する。
【００５４】
　生体粘膜等の測定対象物の可視波長域における分光反射率は、約４００ｎｍ～約７００
ｎｍの波長域の間で波長間隔５ｎｍ毎あるいは１０ｎｍ毎に測定した反射率によって示す
ことができる。すなわち、分光反射率は６１次元あるいは３１次元の上記各波長における
反射率の離散値として示すことができる。なお、上記分光反射率は、可視波長全域に亘っ
て一定の光強度を有する白色光で生体粘膜１を照明したときの、上記各波長毎における白
色光の光強度に対する生体粘膜１で反射した反射光の光強度の比率を測定することによっ
て得られる。
【００５５】
　一方、測定対象物となる生体粘膜に関する多数の分光反射率データを主成分分析するこ
とにより、上記６１次元あるいは３１次元より少ない分光反射率データから、上記可視波
長全域に亘る分光反射率を復元することができる。
【００５６】
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　例えば、測定対象物がマンセル色票である場合には、多数のマンセル色票の分光反射率
を測定した主成分分析により、第１主成分から第８主成分までの８種類の主成分を利用し
て上記マンセル色票の可視波長全域に亘る分光反射率を略復元できるという結果が得られ
ている。
【００５７】
　また、測定対象物が胃壁等の生体粘膜である場合には、多数の生体粘膜の分光反射率を
測定した主成分分析により、第１主成分から第３主成分までの３種類の主成分を利用して
上記生体粘膜の可視波長全域に亘る分光反射率を９９％復元できるという結果が得られて
いる。
【００５８】
　上記３種類の主成分で測定対象物の分光反射率を推定できるということは、例えば、生
体粘膜１で反射した反射光の赤色域、緑色域、青色域の３種類の波長域における光強度の
情報から可視波長全域に亘る分光反射率を推定できることを意味する。すなわち、可視波
長全域に亘り波長間隔５ｎｍ毎あるいは１０ｎｍ毎に分光反射率を推定できる。
【００５９】
　生体粘膜の赤色域、緑色域および青色域の３種類の波長域での分光反射率の比、すなわ
ち生体粘膜を白色光で照明したときにこの生体粘膜で反射した反射光の３種類の各波長域
での光強度の比を示す分光反射光強度比マトリックスをＣ、取得したい各特定波長におけ
る分光反射率の比、すなわち生体粘膜を白色光で照明して上記生体粘膜で反射した反射光
の各特定波長における光強度の比を示す特定波長マトリックスをＦ、上記主成分分析によ
って求めた分光反射推定マトリクスデータをＡとすると、

【数１】

【００６０】
の式が成立する。ここで、分光反射推定マトリクスデータＡは多数の生体粘膜を測定する
ことによって予め求めることができ、分光反射光強度比マトリックスＣは測定によって得
ることができるので、特定波長マトリックスＦを求めることができる。すなわち、例えば
、３種類の特定波長６００ｎｍ、５４０ｎｍ、４２０ｎｍにおける生体粘膜の各分光反射
率間の比率を求めることができる。より具体的には、３種類の特定の狭帯域波長６００ｎ
ｍ±５ｎｍ、５４０ｎｍ±５ｎｍ、４２０ｎｍ±５ｎｍにおける生体粘膜の各分光反射率
間の比率を求めることができる。
【００６１】
　したがって、上記生体粘膜１を白色光で照明したときにこの生体粘膜で反射した反射光
の赤色域、緑色域および青色域の各波長域における各反射光の光強度と、予め用意した分
光反射推定マトリクスデータとを用いて、白色光で照明された生体粘膜１で反射した上記
白色光の反射光の各特定波長における光強度間の比率を演算によって推定することができ
る。
【００６２】
　上記分光画像推定演算は、上記分光画像データ演算手段２０で実行する分光画像推定演
算に対応するものである。なお、上記分光画像推定演算による特定波長域における分光画
像の取得には、従来より知られている手法を適用することができる。
【００６３】
　次に、上記分光画像推定演算の手法を応用し、電子内視鏡装置１００によって診断用分
光画像を取得する場合について説明する。図３は照明光の分光光強度分布を示す図、図４
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は生体粘膜の分光反射率を示す図、図５は生体粘膜で反射した反射光を撮像部で受光した
ときの反射光の光強度を示す図、図６は生体粘膜で反射した反射光を受光した撮像部での
受光レベルを示す図、図７（ａ）は各フィルタ部分の分光透過率特性を示す図、図７（ｂ
）は分光画像推定演算で求めた生体粘膜で反射した反射光の特定波長における光強度を示
す図である。
【００６４】
　なお、図３は縦軸Ｉに光強度、横軸λに波長を示すものである。図４は縦軸εに反射率
、横軸λに波長を示すものである。図５は縦軸Ｉに光強度、横軸λに波長を示すものであ
る。また、図６は縦軸に受光レベルを示し、横軸方向に青色域の受光レベル、緑色域の受
光レベル、赤色域の受光レベルを並べて示している。また、図７（ａ）は縦軸δに透過率
、横軸λに波長を示すものである。図７（ｂ）は縦軸Ｉに光強度、横軸λに波長を示すも
のである。
【００６５】
　照明手段１４の光源部６０を構成する赤色光源６０Ｒ、緑色光源６０Ｇ、および青色光
源６０Ｂから同時に発せられた赤色光、緑色光および青色光のそれぞれは、照明光伝播光
学系６４を通って合成される。上記赤色光、緑色光および青色光が合成されてなる照明光
Ｌｅは先端部７２Ａから射出され生体粘膜１を照明する。
【００６６】
　図３中の線Ｕ１で示すように、照明光Ｌｅの分光光強度分布は、赤色域Ｅｒよりも、緑
色域Ｅｇや青色域Ｅｂの方が光強度が大きく、さらに、緑色域Ｅｇより青色域Ｅｂの方が
光強度が大きくなっている。赤色域Ｅｒの光強度Ｕ１ｒと緑色域Ｅｇの光強度Ｕ１ｇの比
Ｕ１ｒ：Ｕ１ｇは１：２であり、赤色域Ｅｒの光強度Ｕ１ｒと青色域Ｅｂの光強度Ｕ１ｂ
の比Ｕ１ｒ：Ｕ１ｂは１：４である。したがって、上記照明光Ｌｅは白色ではなく青緑色
に近い色となる。
【００６７】
　なお、上記照明光の各波長域における光強度には、例えば、各波長域である赤色域Ｅｒ
、緑色域Ｅｇ、青色域Ｅｂそれぞれの領域における光強度の平均値等を採用することがで
きる。
【００６８】
　一方、白色光の照明を受けた生体粘膜１で反射した上記白色光の反射光の分光光強度分
布に対応する上記生体粘膜１の分光反射率は、図４中の線Ｋ１で示すように短波長域より
長波長域の方が反射率が大きくなる。上記生体粘膜１の分光反射率は予め測定されており
、赤色域Ｅｒの分光反射率Ｋｒは約２％、緑色域Ｅｇの分光反射率Ｋｇは約１％、青色域
Ｅｂの分光反射率Ｋｂは約０．５％である。したがって、赤色域Ｅｒの分光反射率Ｋｒと
緑色域Ｅｇの分光反射率Ｋｇの比Ｋｒ：Ｋｇは１：０．５であり、赤色域Ｅｒの分光反射
率Ｋｒと青色域Ｅｂの分光反射率Ｋｂの比Ｋｒ：Ｋｂは１：０．２５である。
【００６９】
　なお、上記各波長域における生体粘膜１の分光反射率には、例えば、各波長域である赤
色域Ｅｒ、緑色域Ｅｇ、青色域Ｅｂそれぞれの領域における分光反射率の平均値等を採用
することができる。
【００７０】
　照明光Ｌｅの照射を受けて生体粘膜１で反射した上記照明光Ｌｅの反射光Ｌｋは、対物
レンズ１８を通り、さらに分光モザイクフィルタ１６を通って上記赤色域Ｅｒ、緑色域Ｅ
ｇ、青色域Ｅｂに分光され撮像部１２上に結像され撮像される。
【００７１】
　ここで、上記図４中の線Ｋ１で示す分光反射率特性を有する生体粘膜１が、上記図３中
のＱ１で示す分光光強度分布を有する照明光Ｌｅで照明される。上記生体粘膜１で反射し
た反射光Ｌｋの分光反射光強度分布は、図５中の線Ｋ２で示すように略一定の光強度の値
Ｖｏを示すものとなる。
【００７２】
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　したがって、図６に示すように、赤色域Ｅｒにおける反射光Ｌｋｒを受光した撮像部１
２での受光レベルＪｒ、緑色域Ｅｇにおける反射光Ｌｋｇを受光した撮像部１２での受光
レベルＪｇ、および青色域Ｅｂにおける反射光Ｌｋｂを受光した撮像部１２での受光レベ
ルＪｂも略一定の値となる。
【００７３】
　上記各受光レベルＪｒ、Ｊｇ、およびＪｂは、撮像部１２が飽和することなく受光可能
な最大の受光レベルを１００％としたときの受光レベルを示すものであり、上記略一定と
なった撮像部１２での受光レベルは、例えば約８０％となる。
【００７４】
　すなわち、上記分光画像取得手段１０は、長波長域である赤色域と短波長域である緑色
域とに関し、赤色域Ｅｒの反射光Ｌｋｒを受光した撮像部１２での受光レベルＪｒ（Ｊｒ
＝８０％）に対する上記緑色域Ｅｇの反射光Ｌｋｇを受光した撮像部１２での受光レベル
Ｊｇ（Ｊｇ＝８０％）の比率Ｈｊｇ（Ｈｊｇ＝Ｊｇ／Ｊｒ＝１；図６参照）を、生体粘膜
１上の上記反射光Ｌｋの反射領域での赤色域Ｅｒにおける分光反射率Ｋｒ（２％）に対す
る緑色域Ｅｇにおける分光反射率Ｋｇ（１％）の比率Ｈｋｇ（Ｈｋｇ＝Ｋｇ／Ｋｒ＝０．
５；図４参照）より大きく（Ｈｊｇ＝１＞Ｈｋｇ＝０．５）なるようにして上記反射光Ｌ
ｋを受光する。上記のようにこの分光画像取得手段１０は、短波長域である緑色域におけ
る撮像部１２での受光レベルを長波長域である赤色域における撮像部１２での受光レベル
に略一致させるものである。
【００７５】
　また、上記分光画像取得手段１０は、長波長域である赤色域と短波長域である青色域と
に関し、上記赤色域Ｅｒの反射光Ｌｋｒを受光した撮像部１２での受光レベルＪｒ（Ｊｒ
＝８０％）に対する上記青色域Ｅｂの反射光Ｌｋｂを受光した撮像部１２での受光レベル
Ｊｂ（Ｊｂ＝８０％）の比率Ｈｊｂ（Ｈｊｂ＝Ｊｂ／Ｊｒ＝１；図６参照）を、生体粘膜
１上の上記反射光Ｌｋの反射領域での赤色域Ｅｒにおける分光反射率Ｋｒ（２％）に対す
る青色域Ｅｂにおける分光反射率Ｋｂ（０．５％）の比率Ｈｋｂ（Ｈｋｂ＝Ｋｂ／Ｋｒ＝
０．２５；図４参照）より大きく（Ｈｊｂ＝１＞Ｈｋｂ＝０．２５）なるようにして上記
反射光Ｌｋを受光する。上記のようにこの分光画像取得手段１０は、短波長域である青色
域における撮像部１２での受光レベルを長波長域である赤色域における撮像部１２での受
光レベルに略一致させるものである。
【００７６】
　上記赤色域と緑色域とに関し、上記受光レベル間の比率Ｈｊｇ＝１は分光反射率間の比
率Ｈｋｇ＝０．５の２倍である。また、上記赤色域と青色域とに関し、上記受光レベル間
の比率Ｈｊｂ＝１は分光反射率間の比率Ｈｋｂ＝０．２５の４倍である。上記のように赤
色域の照明光の光強度および受光レベルを基準にすると、緑色域では照明光の光強度が２
倍になっているので受光レベルも２倍になり、青色域では照明光の光強度が４倍になって
いるので受光レベルも４倍になる。
【００７７】
　なお、上記赤色域と緑色域についての受光レベル間の比率Ｈｊｇに対する分光反射率間
の比率Ｈｋｇの大きさに関する情報、および赤色域と青色域についての受光レベル間の比
率Ｈｊｂに対する分光反射率間の比率Ｈｋｂの大きさに関する情報は予め比率比較情報記
憶部２２に記憶させておく。
【００７８】
　なお、上記分光画像取得手段１０の照明手段１４は、この照明手段１４の短波長域であ
る緑色域における光強度に対するこの照明手段１４の長波長域である赤色域における光強
度の比率Ｈｍ（Ｈｍ＝１／２）を、生体粘膜１上の上記反射光の反射領域における長波長
域である赤色域での分光反射率に対する上記反射領域における短波長域である緑色域での
分光反射率の比率Ｈｋ（Ｈｋ＝１％／２％＝１／２）に略一致させた照明光を照射するも
のである。
【００７９】
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　また、上記分光画像取得手段１０の照明手段１４は、この照明手段１４の短波長域であ
る青色域における光強度に対するこの照明手段１４の長波長域である赤色域における光強
度の比率Ｈｍ（Ｈｍ＝１／４）を、生体粘膜１上の上記反射光の反射領域における長波長
域である赤色域での分光反射率に対する上記反射領域における短波長域である青色域での
分光反射率の比率Ｈｋ（Ｈｋ＝０．５％／２％＝１／４）に略一致させた照明光を照射す
るものでもある。
【００８０】
　撮像部１２によって取得された上記生体粘膜１を示す分光画像データＧｓは、上記信号
線Ｓｇを通して分光画像データ演算手段２０へ伝送されるとともに、診断用分光画像作成
手段３０へも伝送される。
【００８１】
　分光画像データＧｓが入力された分光画像データ演算手段２０では、特定波長指定スイ
ッチ２８によって定めた特定波長における分光画像を示す分光演算画像データＧｅを求め
るための分光画像推定演算を実行する。
【００８２】
　なお、上記生体粘膜１の撮像によって得られた分光画像データＧｓは、白色光の照明に
よって得られたものではないので、すなわち上記分光画像データＧｓは生体粘膜１の分光
反射率に対応したものではないので、この分光画像データＧｓを補正することなく上記分
光画像推定演算を実行しても、特定波長の分光画像を示す分光演算画像データを求めるこ
とはできない。
【００８３】
　そのため、上記分光画像データＧｓの値を白色光の照明によって得られたもの、すなわ
ち生体粘膜１の分光反射率に対応したものとなるように補正した後、上記分光画像推定演
算の手法を適用する。
【００８４】
　すなわち、分光画像データＧｓが入力された演算実行部２６において、例えば、上記分
光画像データＧｓの値を赤色域における値を基準にして補正する。上記基準とする分光画
像データＧｓの赤色域における値は変更することなくそのままの値とし、緑色域における
分光画像データＧｓの値は受光レベルを２倍にして受光したので１／２倍し、青色域にお
ける分光画像データＧｓの値は受光レベルを４倍にして受光したので１／４倍して補正済
の分光画像データを得る。上記補正は比率比較情報記憶部２２に記憶させた上記比率比較
情報を参照して実施する。
【００８５】
　また、特定波長指定スイッチ２８により、例えばヘモグロビンの反射率が特に高くなる
波長等の生体粘膜１の診断に有効な特定波長を指定する。上記指定された特定波長を示す
情報は演算実行部２６に入力される。演算実行部２６は、マトリクスデータ記憶部２４に
予め記憶されている分光反射推定マトリクスデータのうちから、上記指定された各特定波
長での各分光反射率間の比率、すなわち、各特定波長におけるそれぞれの分光反射光強度
間の比率を求めるために使用する分光反射推定マトリクスデータを取得する。
【００８６】
　そして、演算実行部２６が、上記補正済の分光画像データと、上記特定波長に対応する
分光反射推定マトリクスデータとを用いた分光画像推定演算を行って、上記特定波長にお
ける分光反射光強度を示す画像データ、すなわち各特定波長における分光画像を示す分光
演算画像データＧｅを得る。
【００８７】
　なお、分光モザイクフィルタ１６を通して得られた分光測定演算画像データＧｓは、生
体粘膜１において反射し、上記分光モザイクフィルタ１６を構成する赤色域透過フィルタ
部分１６Ｒ、緑色域透過フィルタ部分１６Ｇ、青色域透過フィルタ部分１６Ｂのそれぞれ
を通った広帯域である赤色域の反射光、広帯域である緑色域の反射光、広帯域である青色
域の反射光の各光強度を示すものであるが、演算によって得られた分光測定演算画像デー
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タは、生体粘膜１で反射した反射光の特定波長、すなわち特定の狭波長帯域における光強
度を示すものである。
【００８８】
　すなわち、図７（ａ）に示すように、赤色域透過フィルタ部分１６Ｒは赤色波長域Ｅｒ
を透過させる広帯域の分光透過特性Ｆｒを有し、緑色域透過フィルタ部分１６Ｇは緑色波
長域Ｅｇを透過させる広帯域の分光透過特性Ｆｇを有し、青色域透過フィルタ部分１６Ｂ
は青色波長域Ｅｂを透過させる広帯域の分光透過特性Ｆｂを有するものである。しかしな
がら、上記各透過フィルタ部分を通した撮像部１２の受光で得られた分光測定演算画像デ
ータＧｅを用いて分光画像推定演算を行なうことにより、図７（ｂ）に示すように、上記
広帯域より狭い狭帯域からなる任意の波長域λ１、λ２、λ３・・・における上記生体粘
膜１で反射した反射光の光強度の値を演算によって推定することができる。なお、図７（
ｂ）中の破線Ｋ１′は、上記分光画像推定演算を行なって推定可能な上記生体粘膜１で反
射した反射光の可視波長全域における光強度の分布を示すものである。
【００８９】
　つづいて、上記特定波長における分光画像を示す分光演算画像データＧｅが、診断用分
光画像作成手段３０の画像合成部３４に入力される。この画像合成部３４では、上記入力
された分光演算画像データＧｅと既に入力済みの分光画像データＧｓとを用いて診断用分
光画像Ｇｇを作成する。
【００９０】
　例えば、上記分光演算画像データＧｅから作成される上記特定波長のうちの少なくとも
１種類に対応した分光画像を、上記分光画像データＧｓから作成される通常画像上に合成
した診断用分光画像を示す診断用画像データＧｇや、分光演算画像データＧｅから作成さ
れる互いに異なる２種類あるいは３種類の上記特定波長に対応する分光画像を合成した診
断用分光画像を示す診断用画像データＧｇを作成して表示モニタ８２へ伝送する。
【００９１】
　上記診断用画像データが入力された表示モニタ８２には、この診断用画像データが示す
診断用分光画像が表示される。
【００９２】
　表示モニタ８２に通常画像と分光画像を同時に表示する場合には、例えば、通常の観察
に用いられる通常画像と血液を示す特定波長域の反射光を強調した分光画像とを対比して
表示させ観察することができるので通常画像の表示のみでは観察できない微細な血管等を
観察することができ、生体組織の診断に非常に有用である。
【００９３】
　なお、上記表示モニタ８２に表示させる診断用画像の種類は、画像合成選択スイッチ３
２の切替えによって決定する。
【００９４】
　ここで、分光画像取得手段１０による上記分光反射率間の比率に対する受光レベル間の
比率の設定と分光画像データ演算手段２０による分光画像推定演算の補正とによって、上
記診断用画像データに含まれるノイズ成分を低減する作用について説明する。図８は白色
光で照明した生体粘膜で反射した反射光の撮像部での受光レベル中に占める固定ノイズの
割合を示す図、図９は生体粘膜で反射した反射光の撮像部での受光レベル中に占める固定
ノイズの割合を示す図、図１０は補正した受光レベル中に占める固定ノイズの割合を示す
図である。
【００９５】
　なお、図８、図９および図１０では縦軸に受光レベルを示し、横軸方向に青色域の受光
レベル、緑色域の受光レベル、赤色域の受光レベルを並べて示している。
【００９６】
　分光画像取得手段１０における上記生体粘膜１を照明する照明光が白色光である場合に
は、図８に示すように、上記生体粘膜１で反射した反射光を上記各波長域に分光して撮像
部１２で受光したときの赤色域Ｅｒ、緑色域Ｅｇ、青色域Ｅｂの各波長域における受光レ
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ベルは、生体粘膜１上の上記反射光の反射領域における分光反射率（図４参照）に応じた
受光レベルとなる。すなわち、撮像部１２での赤色域Ｅｒにおける受光レベルが８０％で
あったとすると、緑色域Ｅｇにおける受光レベルは４０％、青色域Ｅｂにおける受光レベ
ルは２０％となる。
【００９７】
　また、上記受光により撮像部１２で得られる画像信号には、撮像部１２で受光した光の
光強度の大きさに比例することなく生じる固定ノイズ成分Ｎｓ、例えば暗電流等に起因す
る固定ノイズ成分Ｎｓが含まれている。このように、受光した光強度の大小にかかわらず
最大受光レベルに対して一定量生じる固定ノイズ成分Ｎｓの発生量が最大受光レベルの１
％であるとすると、取得された分光画像データのうちの赤色域Ｅｒの反射光強度を示す分
光画像データには１．２５％（１．２５％＝１％／８０％）の固定ノイズ成分Ｎｓｒが含
まれることになる。同様に、緑色域Ｅｇの反射光強度を示す分光画像データには２．５％
（２．５％＝１％／４０％）の固定ノイズ成分Ｎｓｇ、青色域Ｅｂの反射光強度を示す分
光画像データには５％（５％＝１％／２０％）の固定ノイズ成分Ｎｓｂが含まれることに
なる。
【００９８】
　したがって、上記分光画像データを用いて生成した診断用画像にも、上記と同様に、赤
色域において１．２５％の固定ノイズ成分、緑色域において２．５％の固定ノイズ成分、
青色域において５％の固定ノイズ成分を含むものとなる。
【００９９】
　これに対して、上記実施の形態では、分光画像取得手段１０における上記生体粘膜１を
照明する照明光として赤色域の光強度に対して緑色域あるいは青色域の光強度を大きくし
た照明光を採用し、上記照明光の照明を受けた生体粘膜１で反射した反射光を上記各波長
域に分光して撮像部１２で受光したときの各波長域における受光レベルを、図９に示すよ
うに共に約８０％としている。このような場合には、上記撮像部１２で受光した光の光強
度の大きさに比例することなく生じる固定ノイズ成分Ｎｓが上記と同様に最大受光レベル
の１％であるとすると、取得された分光画像データに含まれる固定ノイズ成分の割合は、
赤色域Ｅｒ、緑色域Ｅｇ、および青色域Ｅｂにおいて共に１．２５％（１．２５％＝１％
／８０％）となる。
【０１００】
　そして、上記演算実行部２６による分光画像推定演算の補正に伴い分光画像データの値
が補正された場合であっても上記分光画像データが含む上記固定ノイズの比率は変わらな
い。例えば図１０に示すように、受光レベルを２倍にして受光した緑色域Ｅｇにおける分
光画像データの値を１／２倍しても上記緑色域Ｅｂにおける分光画像データが含む上記固
定ノイズの比率は変わらない。また、受光レベルを４倍にして受光した青色域Ｅｂにおけ
る分光画像データの値を１／４倍しても上記青色域Ｅｂにおける分光画像データが含む上
記固定ノイズの比率は変わらない。すなわち、上記補正済み分光画像データに含まれる固
定ノイズ成分の割合は、赤色域Ｅｒ、緑色域Ｅｇ、および青色域Ｅｂにおいて共に１．２
５％のままである。
【０１０１】
　したがって、上記赤色域の光強度に対して緑色域あるいは青色域の光強度を大きくした
照明光を採用して取得した分光画像データに含まれる固定ノイズ成分の割合を、上記のよ
うに白色光の照明光を採用して取得した分光画像データに含まれる固定ノイズ成分の割合
より小さくすることができる。これにより、上記診断用分光画像の品質の低下を抑制する
ことができる。
【０１０２】
　上記演算実行部２６による分光画像推定演算では、分光画像取得手段１０が取得した分
光画像データの値を補正する例を示したが、このような場合に限らず、その補正分を例え
ば分光反射推定マトリクスデータの係数を補正するようにして割振ることもできる。
【０１０３】
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　すなわち、上記照明光の長波長域の光強度に対する短波長域における光強度の比率を高
めて得られた上記分光画像データの値を、上記比率を高めることなく撮像部１２で受光し
たときに得られる分光画像データの値に補正した分光画像推定演算が実質的に実行される
ように演算を実行するようにすれば、どのような方式で演算を行なってもよい。
【０１０４】
　また、上記電子内視鏡装置１００に、上記分光反射率間の比率に対する受光レベル間の
比率によって示される比率比較情報に対応する、上記照明光Ｌｅの長波長域における光強
度に対するこの照明光Ｌｅの短波長域における光強度の比率を検出する光強度比率検出手
段１１０を備え、上記分光画像データ演算手段２０が、光強度比率検出手段１１０から入
力され比率比較情報記憶部２２に記憶された上記比率比較情報を用いて上記分光画像推定
演算を実行させるようにすることもできる。
【０１０５】
　上記光強度比率検出手段１１０は、赤色光源６０Ｒと集光レンズ６２との間に配置され
赤色光源６０Ｒから平行光化されて射出された赤色光のうちの一部を透過させ他を反射さ
せる赤色用ハーフミラー１１２ｒと、上記赤色用ハーフミラー１１２ｒで反射した光の光
強度を検出する赤色光強度検出部１１４ｒと、緑色光源６０Ｇと集光レンズ６２との間に
配置され緑色光源６０Ｇから平行光化されて射出された緑色光のうちの一部を透過させ他
を反射させる緑色用ハーフミラー１１２ｇと、上記緑色用ハーフミラー１１２ｇで反射し
た光の光強度を検出する緑色光強度検出部１１４ｇと、青色光源６０Ｇと集光レンズ６２
との間に配置され青色光源６０Ｂから平行光化されて射出された青色光のうちの一部を透
過させ他を反射させる青色用ハーフミラー１１２ｂと、上記青色用ハーフミラー１１２ｂ
で反射した光の光強度を検出する青色光強度検出部１１４ｂとを有している。
【０１０６】
　この光強度比率検出手段１１０は、さらに、上記赤色用ハーフミラー１１２ｒ、緑色用
ハーフミラー１１２ｇ、青色用ハーフミラー１１２ｂのそれぞれで反射して、赤色光強度
検出部１１４ｒ、緑色光強度検出部１１４ｇ、青色光強度検出部１１４ｂのそれぞれで検
出された、各波長域の光の光強度を示すデータが入力され、上記照明光Ｌｅの赤色域にお
ける光強度に対するこの照明光Ｌｅの上記緑色域における光強度の比率、および上記照明
光Ｌｅの赤色域における光強度に対するこの照明光Ｌｅの上記青色域における光強度の比
率によって示される上記比率比較情報を検出し、この検出結果を比率比較情報記憶部２２
へ出力する比率比較情報取得部１１６を有している。
【０１０７】
　上記光強度比率検出手段１１０を使用することにより、比率比較情報を予め入力するこ
となく上記分光画像推定演算の補正を行なうことができる。また、例えば、光源６０Ｒ、
光源６０Ｇ、光源６０Ｂから発せられる赤色光、緑色光、青色光のいずれかの光強度が変
動した場合であっても、リアルタイムでその変動分を加味して補正した分光画像推定演算
を実行することができる。
【０１０８】
　なお、上記分光画像取得手段１０による分光画像データＧｓの取得、分光画像データ演
算手段２０による分光画像推定演算の実行、診断用分光画像作成手段３０による診断用分
光画像データの作成、光強度比率検出手段１１０による比率比較情報の検出等に関する各
部の動作および各動作のタイミングはコントローラ８０が制御する。
【０１０９】
　さらに、上記分光画像取得手段１０が、上記照明光として可視波長域中のいずれの波長
域においても一定の光強度を有する白色光を採用した場合には、上記分光モザイクフィル
タ１６の代わりに、図２に示すように、長波長域の反射光を通す赤色域透過フィルタ部分
１６Ｒ′の透過率より短波長域の反射光を通す緑色域透過フィルタ部分１６Ｇ′や青色域
透過フィルタ部分１６Ｂ′の透過率を大きくした分光モザイクフィルタ１６′を採用する
ことにより上記と同様の効果を得ることができる。
【０１１０】
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　具体的には、照明光を上記白色光とし、赤色域透過フィルタ部分１６Ｒ′の分光透過率
を２０％、緑色域透過フィルタ部分１６Ｇ′の分光透過率を４０％、青色域透過フィルタ
部分１６Ｂ′の分光透過率を８０％とすることにより、すなわち、分光モザイクフィルタ
を、緑色域や青色域である短波長域の反射光を通す分光フィルタ部分の透過率に対する長
波長域である赤色域の反射光を通す分光フィルタ部分の透過率の比率を、生体粘膜上の上
記反射光の反射領域における上記長波長域での分光反射率に対する上記反射領域における
短波長域での分光反射率の比率に略一致させたものとすることにより、上記の場合と同様
に、撮像部１２での赤色域Ｅｒ、緑色域Ｅｇおよび青色域Ｅｂにおける各受光レベルを共
に等しく例えば８０％とすることができ、上記の場合と同様の効果を得ることができる。
【０１１１】
　上記分光モザイクフィルタ１６′は、分光モザイクフィルタ１６′中の短波長域である
緑色域の反射光を通す分光フィルタ部分の透過率（４０％）に対する長波長域である赤色
域の反射光を通す分光フィルタ部分の透過率（２０％）の比率Ｈｔ（Ｈｔ＝２０％／４０
％＝１／２）を、生体粘膜１上の上記反射光の反射領域における長波長域である赤色域で
の分光反射率に対する上記反射領域における短波長域である緑色域での分光反射率の比率
Ｈｋ（Ｈｋ＝１％／２％＝１／２）に略一致させた照明光を照射するものである。
【０１１２】
　また、上記分光モザイクフィルタ１６′は、分光モザイクフィルタ１６′中の短波長域
である青色域の反射光を通す分光フィルタ部分の透過率（８０％）に対する長波長域であ
る赤色域の反射光を通す分光フィルタ部分の透過率（２０％）の比率Ｈｔ（Ｈｔ＝２０％
／８０％＝１／４）を、生体粘膜１上の上記反射光の反射領域における長波長域である赤
色域での分光反射率に対する上記反射領域における短波長域である青色域での分光反射率
の比率Ｈｋ（Ｈｋ＝０．５％／２％＝１／４）に略一致させた照明光を照射するものでも
ある。
【０１１３】
　このような場合には、赤色域透過フィルタ部分１６Ｒ′の透過率に対する緑色域透過フ
ィルタ部分１６Ｇ′の透過率の比率、および、赤色域透過フィルタ部分１６Ｒ′の透過率
に対する青色域透過フィルタ部分１６Ｂ′の透過率の比率で示される比率比較情報を比率
比較情報記憶部２２に記憶させておき、上記分光画像推定演算を実行する。
【０１１４】
　さらに、照明光伝播光学系６４の分光透過率の分布の変更、対物レンズ１８の分光透過
率の分布の変更、分光モザイクフィルタ１６の各分光透過フィルタ部分の分光透過率の分
布の変更、および光源６０の分光光強度分布の変更等を組み合わせて、上記実施の形態と
同様に、撮像部１２での赤色域、緑色域および青色域における各受光レベルを共に等しく
例えば７０％、あるいは９０％等とするようにしてもよい。
【０１１５】
　また、上記説明においては、撮像部１２での赤色域、緑色域および青色域における各受
光レベルを略一致させる場合について説明したが、長波長域における受光レベルを低下さ
せることなく短波長域における受光レベルを高めるように、例えば、各受光レベルの差を
各受光レベルの±１０％以内としたり、各波長域における受光手段での各受光レベルのい
ずれをも最大受光レベルの５０％以上、望ましくは８０％以上にするように上記各部の分
光透過率分布や分光光強度分布を設定することにより上記実施の形態と同様の効果を得る
ことができる。
【０１１６】
　上記のような場合には、比率比較情報を上記分光画像取得手段１０の設定に応じて更新
する。すなわち、生体粘膜１における長波長域での分光反射率に対する短波長域での分光
反射率の比率に対する、生体粘膜１で反射した長波長域の反射光を受光した受光手段での
受光レベルに対する短波長域の反射光を受光した受光手段での受光レベルの比率を示す比
率比較情報を上記分光画像取得手段１０の設定に応じて変更し、上記比率比較情報を比率
比較情報記憶部２２に記憶させておく。
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【０１１７】
　なお、上記互いに異なる各波長域は、赤色域、緑色域、および青色域に限るものではな
く、上記とは異なる波長域を利用したり、２種類あるいは４種類以上の互いに異なる波長
域、例えば補色であるシアン、マゼンタ、黄色、緑（G・Cy・Mg・Ye）の波長域を用いて
上記診断用分光画像を作成するようにしても上記と同様の効果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１１８】
【図１】本発明の電子内視鏡装置の実施の形態の概略構成を示すブロック図
【図２】撮像部および分光モザイクフィルタを拡大して示す斜視図
【図３】照明光の分光光強度分布を示す図
【図４】生体粘膜の分光反射率を示す図
【図５】生体粘膜で反射した反射光を撮像部で受光したときの光強度を示す図
【図６】生体粘膜で反射した反射光を受光した撮像部での受光レベルを示す図
【図７】図７（ａ）は各フィルタ部分の分光透過率特性を示す図、図７（ｂ）は分光画像
推定演算で求めた生体粘膜で反射した反射光の特定波長における光強度を示す図
【図８】白色光で照明した生体粘膜で反射した反射光を受光した撮像部での受光レベル中
に占める固定ノイズの割合を示す図
【図９】生体粘膜で反射した反射光を受光した撮像部での受光レベル中の固定ノイズの割
合を示す図
【図１０】補正した受光レベル中の固定ノイズの割合を示す図である。
【符号の説明】
【０１１９】
　　　１　　生体粘膜
　　　１０　　分光画像取得手段
　　　１２　　撮像部
　　　１４　　照明手段
　　　１６　　分光モザイクフィルタ
　　　２０　　分光画像データ演算手段
　　　３０　　診断用分光画像作成手段
　　　６０　　光源部
　　　６４　　照明光伝播光学系
　　　８０　　コントローラ
　　　１００　　電子内視鏡装置
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